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議 案
番 号

件                                  名
議  決
内  容

承認1 専決処分の承認を求めることについて

30 鹿追町の休日を定める条例等の一部を改正する条例の制定について

31 鹿追町町税条例等の一部を改正する条例の制定について

32 鹿追町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

33 鹿追町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

34 令和４年度鹿追町一般会計補正予算（第１号）について

35 令和４年度鹿追町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について

36 令和４年度鹿追町下水道特別会計補正予算（第１号）について

37 令和４年度鹿追町介護保険特別会計補正予算（第１号）について

38 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

39 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

40 北海道市町村総合事務組合規約の変更について

41 鹿追中学校電源改修他工事請負契約について

            　　　議   案   目   次
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承認第 １ 号 
 
   専決処分の承認を求めることについて 
 
 地方自治法第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求める。 
 
  令和４年６月２０日提出 
 
                         鹿追町長 喜 井 知 己 
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専 決 処 分 書 
 

鹿追町町税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、次のとおり専決処分する。 
 

令和４年３月３１日 
                        鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町町税条例の一部を改正する条例 

 

（鹿追町町税条例の一部改正） 

鹿追町町税条例（昭和２９年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 

第４８条第９項中「第３２１条の８第６０項」を「第３２１条の８第６２項」に、「同 

条第６０項」を「同条第６２項」に改め、同条第１５項中「第３２１条の８第６９項」

を「第３２１条の８第７１項」に改める。 

 

第７３条の２第１項中「固定資産課税台帳」の次に「（同条第１項ただし書の規定に 

よる措置を講じたものを含む。）」を加える。 

 

第７３条の３第１項中「事項の証明書」の次に「（同条ただし書の規定による措置を 

講じたものを含む。）」を加える。 

 

附則第１０条の２第２項中「４分の３」を「５分の４」に改め、同条第３項中「附則 

第１５条第２７項第１号イ」を「附則第１５条第２６項第１号イ」に改め、同条第４項

中「附則第１５条第２７項第１号ロ」を「附則第１５条第２６項第１号ロ」に改め、同

条第５項中「附則第１５条第２７項第１号ハ」を「附則第１５条第２６項第１号ハ」に

改め、同条第６項中「附則第１５条第２７項第１号ニ」を「附則第１５条第２６項第１

号ニ」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２７項第２号イ」を「附則第１５条第２

６項第２号イ」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２７項第２号ロ」を「附則第１

５条第２６項第２号ロ」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２７項第２号ハ」を「附

則第１５条第２６項第２号ハ」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２７項第３号

イ」を「附則第１５条第２６項第３号イ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２

７項第３号ロ」を「附則第１５条第２６項第３号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第

１５条第２７項第３号ハ」を「附則第１５条第２６項第３号ハ」に改め、同条第１３項

中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３３項」に改め、同条第１４項中「附

則第１５条第４２項」を「附則第１５条第３９項」に改める。 

 

附則第１０条の３第９項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」に、 

「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、「熱損失防止改修工事」
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を「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第１１項中「特定熱損失防止改修住宅又は」

を「特定熱損失防止改修等住宅又は」に、「特定熱損失防止改修住宅専有部分」を「特定

熱損失防止改修等住宅専有部分」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」

に改める。 

 

附則第１２条第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分の固 

定資産税にあっては、１００分の２．５）」を加える。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の鹿追町町税条例の規定

中固定資産税に関する部分は、令和４年度以後の年度分の固定資産税について適用し、

令和３年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法等の一部

を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する

固定資産税については、なお従前の例による。 
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議案第 ３０ 号 

 

鹿追町の休日を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 鹿追町の休日を定める条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和４年６月２０日提出 

 

                     鹿追町長 喜 井 知 己 
 

 

鹿追町の休日を定める条例等の一部を改正する条例 
 

（鹿追町の休日を定める条例の一部改正） 
第１条 鹿追町の休日を定める条例（平成３年条例第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条第１項第３号中「１２月３１日」を「１２月２９日」に、「１月５日」

を「１月３日」に改める。 

 

 （職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第２条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成７年条例第２２号)の一部

を次のように改正する。 

第９条中「１２月３１日」を「１２月２９日」に、「１月５日」を「１月３

日」に改める。 

 

 （鹿追町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第３条 鹿追町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

第１６条中「１２月３１日」を「１２月２９日」に、「１月５日」を「１月

３日」に改める。 

 

 （鹿追町農業振興センター設置条例の一部改正） 

第４条 鹿追町農業振興センター設置条例（平成２０年条例第１６号）の一部

を次のように改正する。 

第３条第２項第３号中「１２月３１日」を「１２月２９日」に、「１月５日」

を「１月３日」に改める。 

 

 （鹿追町ワーキングセンター設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第５条 鹿追町ワーキングセンター設置及び管理に関する条例（平成２４年条

例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項第３号中「１２月３１日」を「１２月２９日」に、「１月５日」

を「１月３日」に改める。 
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（鹿追町環境保全センター研修棟設置条例の一部改正） 

第６条 鹿追町環境保全センター研修棟設置条例（平成２２年条例第２６号）

の一部を次のように改正する。 

第４条第２項第３号中「１２月３１日」を「１２月２９日」に、「１月５日」

を「１月３日」に改める。 

 

 （鹿追町経済観光交流館条例の一部改正） 

第７条 鹿追町経済観光交流館条例（平成１８年条例第２６号）の一部を次の

ように改正する。 

  第６条第１項第２号中「１２月３１日」を「１２月２９日」に、「１月５日」

を「１月３日」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和４年７月１日から施行する。 
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議案第 ３１ 号 

 

鹿追町町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

鹿追町町税条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和４年６月２０日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町町税条例等の一部を改正する条例 

 

 （鹿追町町税条例の一部改正） 

第１条 鹿追町町税条例（昭和２９年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 

第１８条の４第１項中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証明書に住

所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）」を加える。 

 

第３３条第４項を次のように改める。 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確定申告書に特

定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるとき

は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 

 

第３３条第６項を次のように改める。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確定申告書に特

定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記

載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しな

い。 

 

第３４条の９第１項中「特定配当等申告書」を「確定申告書」に、「特定株式等譲渡所 

得金額申告書」を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分の個人の道

民税」を「確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道民税」に改める。 

 

第３６条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規定する源泉控 

除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９００万円以下であるも

のに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に規定する自己と生計を一にする配
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偶者（前年の合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当

しないもの」に改め、同条第２項中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」

に改める。 

 

第３６条の３第２項中「附記された事項」を「付記された事項」に改め、同条第３項中 

「附記し」を「付記し」に改める。 

 

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条 

第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

（２） 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する青色事業専従者に

該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第４項に規定する

事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が１３３万円以下であるものに限

る。次条第１項において同じ。）の氏名 

 

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条 

第１項中「あつて、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９００

万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第５３条の

２に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であ

って、合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）

又は」を、「控除対象扶養親族」の次に「であって退職手当等に係る所得を有しない者」

を加え、同項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加え

る。 

（２） 特定配偶者の氏名 

 

第７３条の２第１項中「閲覧」の次に「（法第３８２条の４に規定する固定資産課税

台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。）」を加える。 

 

第７３条の３第１項中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証明書に

住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）」を加える。 

 

附則第７条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、「令和３年」

を「令和７年」に改める。 

 

附則第１６条の３第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株式等の
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配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）に係る配当所得

に係る部分は、町民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式

等の配当等に係る配当所得につき同条第１項の規定の適用を受けた場合に限り適用す

る。 

 

附則第１７条の２第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又は第３７条の

８」に改める。 

 

附則第２０条の２第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第３６

条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記

載があるときに限り、適用する。 

 

附則第２０条の３第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第３６

条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記

載があるときに限り、適用する。 

 

附則第２０条の３第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「年分の所得

税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの項」に改め、

「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由がある

と町長が認めるときを含む。）」を削る。 

 

附則第２５条中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。」を

削る。 

 

附則第２６条を削る。 

 

（鹿追町町税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 鹿追町町税条例の一部を改正する条例（令和３年条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

鹿追町町税条例第３６条の３の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を除く」を「年

齢１６歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳未満の者又は」を加え、「有しな

い者を除く」を「有する者」に改める。 
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附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

(１) 第１条中鹿追町町税条例第３３条第４項及び第６項、第３４条の９第１項及び第

２項、第３６条の２第１項ただし書及び第２項並びに第３６条の３第２項及び第３

項の改正規定並びに同条例附則第１６条の３第２項、第２０条の２第４項並びに第

２０条の３第４項及び第６項の改正規定並びに附則第３条第３項の規定 令和６年

１月１日 

(２) 第１条中鹿追町町税条例第１８条の４第１項、第７３条の２第１項及び第７３条

の３第１項の改正規定並びに次条及び附則第４条の規定 民法等の一部を改正する

法律（令和３年法律第２４号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（令和６

年４月１日） 

（納税証明書に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の鹿追町町税条例（以下「新条例」という。）第１８

条の４第１項（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条の４に係る部分に限

る。）の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第２０条の１０

の規定による証明書の交付について適用する。 

（町民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第３６条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下この項及び

次項において「施行日」という。）以後に支払を受けるべき同条第１項に規定する給与

について提出する同項及び同条第２項に規定する申告書について適用し、施行日前に支

払を受けるべき第１条の規定による改正前の鹿追町町税条例（次項において「旧条例」

という。）第３６条の３の２第１項に規定する給与について提出した同項及び同条第２

項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭

和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第２０３条

の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）

について提出する新条例第３６条の３の３第１項に規定する申告書について適用し、施

行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第３６条の３の３第１項

に規定する申告書については、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の鹿追町町税条例の規定中個人の町民税

に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、令和５年度

分までの個人の町民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第４条 新条例第７３条の２第１項（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規
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定は、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第３８２条の２の規

定による固定資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定による措置を講じたものを含

む。）の閲覧について適用する。 

２ 新条例第７３条の３第１項（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、

附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第３８２条の３の規定によ

る証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の交付について適用

する。 
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議案第 ３２ 号 

 

鹿追町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

鹿追町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和４年６月２０日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

鹿追町国民健康保険税条例（平成２０年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第２項ただし書中「６３０，０００円」を「６５０，０００円」に改め、同条第

３項ただし書中「１９０，０００円」を「２００，０００円」に改める。 

 

第３条の見出し及び第４条の見出し中「係る」の次に「基礎課税額の」を加える。 

 

第５条の見出し中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条第１号中「次号、第７

条の２及び第２３条」を「次号、第７条の２及び第２３条第１項」に、「第３号、第７条

の２及び第２３条」を「第３号、第７条の２及び同項」に改める。 

 

第６条中「賦課期日の属する年の前年の所得に係る」を削る。 

 

第１３条第１項中「同条」を「その減額後」に改める。 

 

第２３条中「６３０，０００円」を「６５０，０００円」に、「１９０，０００円」を

「２００，０００円」に改め、同条第１号中「第７０３条の５」を「第７０３条の５第１

項」に改め、同号ア及びイ中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条第２号中「第

７０３条の５」を「第７０３条の５第１項」に改め、同号ア及びイ中「係る」の次に「基

礎課税額の」を加え、同条第３号中「第７０３条の５」を「第７０３条の５第１項」に改

め、同号ア及びイ中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最初の３月３１

日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当該納税義務

者に対して課する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算
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定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、

その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号

に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

（１） 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯  ４，３５０円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯  ７，２５０円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯  １１，６００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯  １４，５００円 

（２） 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯  １，３５０円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯  ２，２５０円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯  ３，６００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯  ４，５００円 

 

第２３条の２中「前条の」を「前条第１項の」に、「前条第１号」を「前条第１項第１

号」に、「「総所得金額」」を「「総所得金額及び」」に、「次号において同じ。）」を

「次号及び第３号において同じ。）及び」に改める。 

 

附則第５項中「第２３条」を「第２３条第１項」に、「同条中」を「同項中」に、「第

７０３条の５」を「第７０３条の５第１項」に改める。 

 

附則第６項、第７項及び第９項から第１６項までの規定中「第２３条」を「第２３条第

１項」に改める。 

 

附則第１９項中「令和３年度分」を「令和４年度分」に、「令和４年３月３１日」を「令

和５年３月３１日」に改める。 

 

附 則 

（施行期日等）  

１ この条例は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

（適用区分） 

２ 改正後の鹿追町国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度分の国民健康保

険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例に

よる。 

 

13



議案第 ３３ 号 

 

鹿追町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

鹿追町介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和４年６月２０日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町介護保険条例の一部を改正する条例 

 

鹿追町介護保険条例（平成１２年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 

附則第７条第１項中「令和４年３月３１日」を「令和５年３月３１日」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第７条第１項の規定は、令和４

年４月１日から適用する。 
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6,
31
5

73
,7
60

59
0
,0
75

15
4,
39
3

9,
92
8

16
4
,3
21

2,
69
9

9,
92
8

12
,6
27

25
4,
68
7

61
,9
52

31
6
,6
39

53
,2
84

31
,9
90

85
,2
74

10
,3
27

30
,5
41

40
,8
68

地
方
交
付
税

目
 1
.

衛
生
費
国
庫
負
担

金
目
 2
.

総
務
費
国
庫
補
助

金
目
 1
.

衛
生
費
国
庫
補
助

金
目
 3
.

項
 1
.
地
方
交
付
税

項
 1
.
国
庫
負
担
金

項
 2
.
国
庫
補
助
金

地
方
交
付
税

款
11
.

国
庫
支
出
金

款
15
.

(単
位
：
千
円
)

２
．
歳
　
入

予
算
確
定
前

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額
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△
57
9

1,
88
0

5,
08
0

30
,5
31

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
体
制
確
保
事
業
費
補
助
金

教
育
支
援
体
制
整
備
事
業
費
補
助
金

学
校
に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア
実
施
体
制
充
実
事
業
委
託
金

ス
マ
ー
ト
畜
産
業
導
入
支
援
事
業
補
助
金

保
健
衛
生
費
補
助
金

小
学
校
費
補
助
金

本
目
新
設

教
育
総
務
費
委
託
金

農
業
費
補
助
金

小
学
校
費
補
助
金

 1
.

△
57
9

教
育
総
務
費
委
託

金
 1
.

1,
88
0

農
業
費
補
助
金

 1
.

5,
08
0

43
,8
48

57
9

△
43
,2
69

10
7,
23
5

1,
88
0

10
9
,1
15

0
1,
88
0

1
,8
80

28
7,
02
8

5,
08
0

29
2
,1
08

17
9,
26
6

5,
08
0

18
4
,3
46

15
0,
10
8

5,
08
0

15
5
,1
88

61
,4
42

18
7

61
,6
29

11
,9
36

18
7

12
,1
23

11
,3
72

18
7

11
,5
59

教
育
費
国
庫
補
助

金
目
 6
.

教
育
費
委
託
金

目
 4
.

農
林
費
道
補
助
金

目
 4
.

物
品
売
払
収
入

目
 2
.

項
 3
.
委
託
金

項
 2
.
道
補
助
金

項
 2
.
財
産
売
払
収
入

道
支
出
金

款
16
.

財
産
収
入

款
17
.

21



18
7

99
9 49 80
0

53
3

1,
50
0

水
産
物
売
払
収
入

総
務
管
理
費
寄
附
金

社
会
教
育
費
寄
附
金

図
書
整
備
基
金
繰
入
金

北
海
道
市
町
村
振
興
協
会
交
付
金

そ
の
他
雑
入

水
産
物
売
払
収
入

 4
.

18
7

総
務
管
理
費
寄
附

金
 1
.

99
9

社
会
教
育
費
寄
附

金
 1
.

49

図
書
整
備
基
金
繰

入
金

 1
.

80
0

雑
入

 1
.

2,
03
3

13
0,
00
4

1,
04
8

13
1
,0
52

13
0,
00
4

1,
04
8

13
1
,0
52

1
99
9

1
,0
00

1
49

50

53
8,
33
1

80
0

53
9
,1
31

53
8,
33
1

80
0

53
9
,1
31

20
0

80
0

1
,0
00

36
7,
48
9

2,
03
3

36
9
,5
22

29
3,
02
4

2,
03
3

29
5
,0
57

29
3,
02
4

2,
03
3

29
5
,0
57

総
務
費
寄
附
金

目
 2
.

教
育
費
寄
附
金

目
 4
.

図
書
整
備
基
金
繰

入
金

目
12
.

雑
入

目
 1
.

項
 1
.
寄
附
金

項
 1
.
基
金
繰
入
金

項
 5
.
雑
入

寄
附
金

款
18
.

繰
入
金

款
19
.

諸
収
入

款
21
.

(単
位
：
千
円
)

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額

22



地
域
の
魅
力
を
活
か
し
た
観
光
地
づ
く
り
推
進
事
業
補
助
金

23



(
仮
称
)
し
か
お
い
型
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン

コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
機
能
実
証
業
務
委
託

料
外

会
計
年
度
任
用
職
員
旅
費

講
師
等
謝
礼

費
用
弁
償

普
通
旅
費

消
耗
品
費

食
糧
費

郵
便
料
・
運
送
料

チ
ラ
シ
折
込
料

そ
の
他
委
託
料

鹿
追
町
廃
屋
解
体
撤
去
事
業
補
助

金

5
1

18
6

31
8

18
9

4
0 5

1
0 7

97
8

3,
00
0

 8
.
旅
費

 7
.
報
償
費

 8
.
旅
費

10
.
需
用
費

11
.
役
務
費

12
.
委
託
料

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

51 18
6

50
7 45 17 97
8

3,
00
0

31
,9
90

2,
03
3

1,
99
7

31
,9
90

2,
03
3

24
4 51

1,
73
3

3
,0
00

1,
81
7,
12
8

36
,0
20

1,
85
3,
14
8

1,
78
9,
77
5

34
,2
67

1,
82
4,
04
2

23
,9
70

51
24
,0
21

28
,0
25

1,
73
3

29
,7
58

4,
47
5

3,
00
0

7,
47
5

支
所
費

目
 4
.

企
画
振
興
費

目
 6
.

公
害
防
災
費

目
10
.

総
務
管
理
費

項
 1
.

総
務
費

款
 2
.

(単
位
：
千
円
)

３
．
歳
　
出

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

予
算
確
定
前

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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講
師
等
謝
礼

費
用
弁
償

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

社
会
保
険
料

消
耗
品
費

郵
便
料
・
運
送
料

口
座
振
替
手
数
料

電
算
関
係
保
守
等
委
託
料

そ
の
他
委
託
料

複
写
機
借
上
料

シ
ス
テ
ム
使
用
料

事
務
用
機
器
購
入
費

電
気
機
器
購
入
費

北
海
道
町
村
会
負
担
金
（
電
算
関

係
）

負
担
金
補
助
及
び
交
付
金

15
0

15
0

50
4

7
8

4
9 4

1
4

7
6

63
1

2
4

8
0

1,
05
7

17
8

8
8

2
6,
40
0

 7
.
報
償
費

 8
.
旅
費

 1
.
報
酬

 4
.
共
済
費

10
.
需
用
費

11
.
役
務
費

12
.
委
託
料

13
.
使
用
料
及
び
賃

借
料

17
.
備
品
購
入
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

15
0

15
0

50
4 78 49 18 70
7

10
4

1,
23
5

26
,4
88

30
0

28
,9
90

19
3

4,
99
1

30
0

5,
29
1

44
,4
26

29
,1
83

73
,6
09

ジ
オ
パ
ー
ク
事

業
費

目
14
.

新
型
コ
ロ
ナ
緊
急

経
済
対
策
事
業
費

目
17
.

25



社
会
福
祉
協
議
会
活
動
補
助
事

業
(1
,0
50
)

観
光
需
要
回
復
支
援
事
業
外

(2
3,
10
0)

低
所
得
者
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子

育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

(
2
,
25
0
)

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
繰
出
金

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
作
成
委

託
料

介
護
保
険
特
別
会
計
繰
出
金

1,
52
6

22
7

△
4,
00
1

1,
23
4

2
8

 1
.
報
酬

 3
.
職
員
手
当
等

27
.
繰
出
金

12
.
委
託
料

27
.
繰
出
金

△

1,
52
6

22
7

4,
00
1

1,
23
4 28

1,
75
3

1,
75
3

2,
10
1

△

2,
73
9

△

4,
00
1

△

1,
26
2

53
8 88

7,
51
9

1,
75
3

9,
27
2

7,
51
9

1,
75
3

9,
27
2

65
5,
87
2

2,
10
1

65
3,
77
1

△

50
6,
22
3

2,
73
9

50
3,
48
4

△

69
,1
43

4,
00
1

65
,1
42

△

11
1,
52
6

1,
26
2

11
2,
78
8

14
9,
44
9

53
8

14
9,
98
7

14
,6
89

88
14
,7
77

賦
課
徴
収
費

目
 1
.

社
会
福
祉
総
務

費
目
 1
.

在
宅
福
祉
費

目
 6
.

児
童
福
祉
施
設

費
目
 1
.

徴
税
費

項
 2
.

社
会
福
祉
費

項
 1
.

児
童
福
祉
費

項
 2
.

民
生
費

款
 3
.

(単
位
：
千
円
)

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

26



瓜
幕
保
育
所
用
ス
ト
ー
ブ
購
入

費

家
具
・
什
器
購
入
費

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

会
計
年
度
任
用
職
員
旅
費

災
害
見
舞
金

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

職
員
諸
手
当

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

社
会
保
険
料

消
耗
品
費

8
8

20
4

6
3

18
3

10
0

2,
10
5

1,
39
9

35
0

36
7

1,
10
4

88
17
.
備
品
購
入
費

 1
.
報
酬

 3
.
職
員
手
当
等

 8
.
旅
費

19
.
扶
助
費

 1
.
報
酬

 3
.
職
員
手
当
等

 4
.
共
済
費

10
.
需
用
費

20
4 63 18
3

10
0

2,
10
5

1,
74
9

36
7

1,
18
5

45
0

10
0

10
0

40
,4
69

2,
46
8

40
,4
69

2,
08
3

40
,4
69

11

61
,5
97

45
0

62
,0
47

20
0

10
0

30
0

20
0

10
0

30
0

42
2,
28
9

42
,9
37

46
5,
22
6

33
9,
86
1

42
,5
52

38
2,
41
3

32
,4
24

40
,4
80

72
,9
04

こ
ど
も
園
費

目
 3
.

災
害
救
助
費

目
 1
.

予
防
費

目
 2
.

災
害
救
助
費

項
 3
.

保
健
衛
生
費

項
 1
.

衛
生
費

款
 4
.

27



新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ

ン
接
種
券
作
成
業
務
委
託
料
外

印
刷
製
本
費

郵
便
料
・
運
送
料

電
話
料
（
固
定
電
話
）

チ
ラ
シ
折
込
料

そ
の
他
手
数
料

そ
の
他
委
託
料

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

接
種
委
託
料

複
写
機
借
上
料

事
務
用
機
器
購
入
費

北
海
道
町
村
会
負
担
金
（
電
算
関

係
）

不
妊
治
療
費
助
成
金

返
還
金

そ
の
他
備
品
購
入
費

8
1

43
2

18
0

1
4

9
0

2
3,
05
0

9,
92
8

52
8

50
0

35
2

1,
65
0

8
2

34
0

11
.
役
務
費

12
.
委
託
料

13
.
使
用
料
及
び
賃

借
料

17
.
備
品
購
入
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

22
.
償
還
金
利
子
及

び
割
引
料

17
.
備
品
購
入
費

71
6

32
,9
78 52
8

50
0

35
2

1,
65
0 82 34
0

1,
73
2

34
0

13
,3
48

1,
73
2

15
,0
80

4,
45
0

34
0

4,
79
0

保
健
指
導
費

目
 3
.

環
境
衛
生
費

目
 5
.

(単
位
：
千
円
)

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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葬
斎
場
用
ス
ロ
ー
プ
購
入
費

伝
染
性
乳
房
炎
(S
A
)罹
患
牛
廃
用

出
荷
助
成
事
業
補
助
金
(7
,5
00
)

ス
マ
ー
ト
畜
産
業
導
入
支
援
事

業
補
助
金
(5
,0
80
)

修
繕
料

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

負
担
金
補
助
及
び
交
付
金

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

一
般
職
給

職
員
諸
手
当

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

38
5

1,
42
0

23
5

1
2,
58
0

2,
64
6

△
4,
54
6

△
3,
03
3

92
7

10
.
需
用
費

 1
.
報
酬

 3
.
職
員
手
当
等

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

 1
.
報
酬

 2
.
給
料

 3
.
職
員
手
当
等

△ △

38
5

1,
42
0

23
5

12
,5
80

2,
64
6

4,
54
6

2,
10
6

38
5

38
5

5
,0
80

8,
24
3

5
,0
80

8,
24
3

5
,0
80

9,
15
5

91
2

△

82
,4
28

38
5

82
,8
13

82
,4
28

38
5

82
,8
13

1,
30
7,
89
6

13
,3
23

1,
32
1,
21
9

1,
28
9,
37
1

13
,3
23

1,
30
2,
69
4

40
9,
71
3

14
,2
35

42
3,
94
8

26
8,
45
8

91
2

26
7,
54
6

△

清
掃
総
務
費

目
 1
.

畜
産
業
費

目
 4
.

農
業
用
水
事
業

費
目
 7
.

清
掃
費

項
 2
.

農
業
費

項
 1
.

農
林
費

款
 5
.

29



福
祉
協
会
負
担
金

共
済
組
合
負
担
金
（
市
町
村
職
員

共
済
）

追
加
費
用
負
担
金
（
市
町
村
職
員

共
済
）

退
職
手
当
組
合
負
担
金

下
水
道
特
別
会
計
繰
出
金

地
域
活
性
化
企
業
人
派
遣
企
業
負

担
金

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

消
耗
品
費

印
刷
製
本
費

そ
の
他
手
数
料

△
1

△
82
5

△
5
8

△
46
9

4,
44
7

6,
20
0

△
1,
89
3

△
39
2

6
3

5
9

11
3

 4
.
共
済
費

27
.
繰
出
金

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

 1
.
報
酬

 3
.
職
員
手
当
等

10
.
需
用
費

11
.
役
務
費

△ △ △

1,
35
3

4,
44
7

6,
20
0

1,
89
3

39
2

12
2

11
3

18
7

3,
96
3

18
7

3,
96
3

6,
20
0

18
7

2,
23
7

△

28
,9
45

21
4,
19
3

4,
15
0

21
8,
34
3

21
4,
19
3

4,
15
0

21
8,
34
3

95
,8
41

6,
20
0

10
2,
04
1

18
,6
64

2,
05
0

16
,6
14

△

33
9,
13
6

28
,9
45

36
8,
08
1

観
光
費

目
 2
.

魚
族
資
源
保
護

対
策
費

目
 4
.

商
工
費

項
 1
.

商
工
費

款
 6
.

土
木
費

款
 7
.

(単
位
：
千
円
)

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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美
蔓
西
16
線
舗
装
工
事

修
繕
料

単
独
事
業

修
繕
料

物
品
借
上
料

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

そ
の
他
報
償
費

6,
00
0

2
1,
00
0

1,
58
0

12
1

24
4

1,
51
0

10
.
需
用
費

14
.
工
事
請
負
費

10
.
需
用
費

13
.
使
用
料
及
び
賃

借
料

 1
.
報
酬

 7
.
報
償
費

6,
00
0

21
,0
00

1,
58
0

12
1

24
4

1,
51
0

27
,0
00

6,
00
0

21
,0
00

1,
70
1

1,
70
1

24
4

24
4

1
,3
01

84
9

10
,1
42

1
,8
80

5,
05
9

1
,8
80

3,
01
9

15
8,
15
3

27
,0
00

18
5,
15
3

63
,4
27

6,
00
0

69
,4
27

94
,7
26

21
,0
00

11
5,
72
6

35
,1
53

1,
70
1

36
,8
54

27
,5
65

1,
70
1

29
,2
66

36
,2
32

24
4

36
,4
76

25
,2
62

24
4

25
,5
06

60
5,
11
5

12
,2
92

61
7,
40
7

19
4,
50
9

6,
93
9

20
1,
44
8

10
8,
17
5

4,
89
9

11
3,
07
4

道
路
維
持
費

目
 1
.

道
路
新
設
改
良

費
目
 2
.

公
園
緑
地
費

目
 1
.

住
宅
管
理
費

目
 1
.

教
育
振
興
費

目
 3
.

道
路
橋
り
ょ
う

費
項
 1
.

都
市
計
画
費

項
 3
.

住
宅
費

項
 4
.

教
育
総
務
費

項
 1
.

教
育
費

款
 9
.
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映
画
「
お
し
ゃ
べ
り
な
写
真
館
」

さ
さ
え
隊
活
動
補
助
金
(1
,0
00
)

普
通
旅
費

消
耗
品
費

印
刷
製
本
費

口
座
振
替
手
数
料

鹿
追
高
等
学
校
協
力
会
補
助
金

小
中
高
一
貫
教
育
事
業
補
助
金

修
繕
料

複
写
機
借
上
料

小
学
校
医
療
的
ケ
ア
児
支
援
業
務

委
託
料

負
担
金
補
助
及
び
交
付
金

27
8

5
4

2
8

1
2

2,
68
7

33
0

1,
98
0

6
0

△
1,
50
0

2,
00
0

 8
.
旅
費

10
.
需
用
費

11
.
役
務
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

10
.
需
用
費

13
.
使
用
料
及
び
賃

借
料

12
.
委
託
料

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

△

27
8 82 12

3,
01
7

1,
98
0 60

1,
50
0

2,
00
0

2,
04
0

57
9

92
1

△
△

57
9

92
1

△
△

84
9

6,
00
4

2,
00
0

57
,4
02

2,
04
0

59
,4
42

11
9,
50
2

1,
50
0

11
8,
00
2

△

11
9,
50
2

1,
50
0

11
8,
00
2

△

87
,0
48

6,
85
3

93
,9
01

10
,4
34

2,
00
0

12
,4
34

共
同
調
理
場
費

目
 5
.

学
校
管
理
費

目
 1
.

社
会
教
育
総
務

費
目
 1
.

小
学
校
費

項
 2
.

社
会
教
育
費

項
 4
.

(単
位
：
千
円
)

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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映
画
制
作
助
成
金
(1
,0
00
)

白
蛇
姫
舞
保
存
会
50
周
年
記
念

事
業
補
助
金

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

電
気
機
器
購
入
費

図
書
購
入
費

そ
の
他
負
担
金
補
助
及
び
交
付
金

会
計
年
度
任
用
職
員
報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
諸
手
当

町
づ
く
り
基
金
利
子
等
積
立
金

環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
基
金
利
子
等

積
立
金

町
営
牧
場
基
金
積
立
金

7
8

1
6

4
7

85
0

2,
56
0

1,
05
3

24
9

1,
00
0

1
4,
84
7

12
6

 1
.
報
酬

 3
.
職
員
手
当
等

17
.
備
品
購
入
費

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

 1
.
報
酬

 3
.
職
員
手
当
等

24
.
積
立
金

78 16 89
7

2,
56
0

1,
05
3

24
9

15
,9
73

84
9

2,
70
2

1,
30
2

99
9

14
,9
74

99
9

14
,9
74

99
9

14
,9
74

10
,9
25

3,
55
1

14
,4
76

15
,4
91

1,
30
2

16
,7
93

30
2,
65
5

15
,9
73

31
8,
62
8

30
2,
65
5

15
,9
73

31
8,
62
8

30
2,
65
5

15
,9
73

31
8,
62
8

図
書
館
費

目
 3
.

神
田
日
勝
記
念

美
術
館
費

目
 4
.

基
金
費

目
 1
.

基
金
費

項
 1
.

諸
支
出
金

款
11
.
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３
５

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

４
，

９
４

９
 
千

 
円

 
を

 
追

 
加

 
し

 
、

歳
 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
 

 
 
 
 
 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

 
千

 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 
 

 
 
 
 
 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

「
 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

（
 
繰

 
越

 
明

 
許

 
費

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
２

 
条

 
 
 
繰

 
越

 
明

 
許

 
費

 
の

 
追

 
加

 
は

 
、

 
「

 
第

 
２

 
表

 
繰

 
越

 
明

 
許

 
費

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

第
 
２

 
条

 
 
 
地

 
方

 
債

 
の

 
変

 
更

 
は

 
、

 
「

 
第

 
２

 
表

 
地

 
方

 
債

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 

令
 
和

 
４

 
年

 
６

 
月

 
２

０
 
日

　
提

 
出

 
 
 
 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

議
案

第

令
和

４
年

度
鹿

追
町

の
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

８
０

４
，

４
１

７

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
に

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　

令
和

４
年

度
鹿

追
町

国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）
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歳
　
入
　
合
　
計

 3
.道
支
出
金

51
8,
11
8

8,
95
0

52
7,
06
8

 1
.道
補
助
金

51
8,
11
7

8,
95
0

52
7,
06
7

 5
.繰
入
金

63
,1
60

△
4,
00
1

59
,1
59

 1
.他
会
計
繰
入
金

63
,1
59

△
4,
00
1

59
,1
58

79
9,
46
8

4,
94
9

80
4,
41
7

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
歳
　
入
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計

35

01-05share3
長方形



歳
　
出
　
合
　
計

 1
.総
務
費

15
,7
35

90
15
,8
25

 1
.総
務
管
理
費

15
,4
27

90
15
,5
17

 3
.国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金

28
4,
94
3

△
4,
00
1

28
0,
94
2

 1
.医
療
給
付
費
分

19
9,
64
0

△
3,
12
8

19
6,
51
2

 2
.後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分

59
,6
25

△
63
2

58
,9
93

 3
.介
護
納
付
金
分

25
,6
78

△
24
1

25
,4
37

 6
.保
健
事
業
費

4,
03
6

8,
86
0

12
,8
96

 1
.特
定
健
康
診
査
等
事
業
費

3,
72
0

8,
86
0

12
,5
80

79
9,
46
8

4,
94
9

80
4,
41
7

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計

36
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 3
.道
支
出
金

 5
.繰
入
金

歳
　
入
　
合
　
計

51
8,
11
8

8,
95
0

52
7,
06
8

63
,1
60

59
,1
59

79
9,
46
8

80
4,
41
7

△
4,
00
1

4,
94
9

歳
入
歳
出
補
正
予
算
事
項
別
明
細
書

（
歳
　
入
）

１
．
総
　
括

（
単
位
：
千
円
）

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

予
算
確
定
前

37

01-05share3
長方形



90
15
,7
35

15
,8
25

90

28
4,
94
3

28
0,
94
2

4,
03
6

12
,8
96

79
9,
46
8

80
4,
41
7

△
4,
00
1

△
4,
00
1

8,
86
0

△
4,
00
1

4,
94
9

8,
86
0

8,
95
0

 1
.総
務
費

 3
.国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金

 6
.保
健
事
業
費 歳
　
出
　
合
　
計

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

補
正
額
の
財
源
内
訳

特
定
財
源

一
般
財
源

予
算
確
定
前

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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90

8,
86
0

△
4,
00
1

国
民
健
康
保
険
保
険
者
努
力
支
援
交
付
金

特
別
調
整
交
付
金
分
（
市
町
村
分
）

特
定
健
康
診
査
等
負
担
金

そ
の
他
一
般
会
計
繰
入
金

特
別
交
付
金

 2
.

8,
95
0

そ
の
他
一
般
会
計

繰
入
金

 6
.

△
4,
00
1

51
8,
11
8

8,
95
0

52
7
,0
68

51
8,
11
7

8,
95
0

52
7
,0
67

51
8,
11
7

8,
95
0

52
7
,0
67

63
,1
60

4,
00
1

△
59
,1
59

63
,1
59

4,
00
1

△
59
,1
58

63
,1
59

4,
00
1

△
59
,1
58

保
険
給
付
費
等
交

付
金

目
 1
.

一
般
会
計
繰
入
金

目
 1
.

項
 1
.
道
補
助
金

項
 1
.
他
会
計
繰
入
金

道
支
出
金

款
 3
.

繰
入
金

款
 5
.

(単
位
：
千
円
)

２
．
歳
　
入

予
算
確
定
前

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額
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北
海
道
町
村
会
負
担
金
（
電
算
関

係
）

一
般
被
保
険
者
医
療
給
付
費
分
納

付
金

一
般
被
保
険
者
後
期
高
齢
者
支
援

金
等
分
納
付
金

介
護
納
付
金
分
納
付
金

9
0

△
3,
12
8

△
63
2

△
24
1

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

18
.
負
担
金
補
助
及

び
交
付
金

△ △ △

90

3,
12
8

63
2

24
1

90 90 90

4,
00
1

△

3,
12
8

△

3,
12
8

△

63
2

△

63
2

△

24
1

△

24
1

△

8
,8
60

8
,8
60

15
,7
35

90
15
,8
25

15
,4
27

90
15
,5
17

11
,0
21

90
11
,1
11

28
4,
94
3

4,
00
1

28
0,
94
2

△

19
9,
64
0

3,
12
8

19
6,
51
2

△

19
9,
64
0

3,
12
8

19
6,
51
2

△

59
,6
25

63
2

58
,9
93

△

59
,6
25

63
2

58
,9
93

△

25
,6
78

24
1

25
,4
37

△

25
,6
78

24
1

25
,4
37

△

4,
03
6

8,
86
0

12
,8
96

3,
72
0

8,
86
0

12
,5
80

一
般
管
理
費

目
 1
.

一
般
被
保
険
者

医
療
給
付
費
分

目
 1
.

一
般
被
保
険
者
後
期

高
齢
者
支
援
金
等
分

目
 1
.

介
護
納
付
金
分

目
 1
.

総
務
管
理
費

項
 1
.

医
療
給
付
費
分

項
 1
.

後
期
高
齢
者
支

援
金
等
分

項
 2
.

介
護
納
付
金
分

項
 3
.

特
定
健
康
診
査

等
事
業
費

項
 1
.

総
務
費

款
 1
.

国
民
健
康
保
険
事

業
費
納
付
金

款
 3
.

保
健
事
業
費

款
 6
.

(単
位
：
千
円
)

３
．
歳
　
出

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

予
算
確
定
前

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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特
定
健
診
受
診
率
向
上
支
援
等

共
同
事
業
委
託
料

消
耗
品
費

郵
便
料
・
運
送
料

そ
の
他
委
託
料

6
3

1
1

8,
78
6

10
.
需
用
費

11
.
役
務
費

12
.
委
託
料

63 11

8,
78
6

8
,8
60

3,
72
0

8,
86
0

12
,5
80

特
定
健
康
診
査

等
事
業
費

目
 1
.
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３
６

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
に

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　
千

 
円

 
を

 
追

 
加

 
し

 
、

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
 
 
 
 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

千
 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 
 

 
 
 
 
 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

「
 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

 
 
 
令

 
和

 
４

 
年

 
６

 
月

 
２

０
 
日

　
提

 
出

 
 
 
 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

議
案

第

令
和

４
年

度
鹿

追
町

の
下

水
道

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

２
７

１
，

０
３

１

４
，

４
４

７

令
和

４
年

度
鹿

追
町

下
水

道
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）
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歳
　
入
　
合
　
計

 3
.繰
入
金

14
7,
13
0

4,
44
7

15
1,
57
7

 1
.他
会
計
繰
入
金

14
7,
13
0

4,
44
7

15
1,
57
7

26
6,
58
4

4,
44
7

27
1,
03
1

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
歳
　
入
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計

43

01-05share3
長方形



歳
　
出
　
合
　
計

 1
.管
理
費

66
,2
71

4,
44
7

70
,7
18

 2
.施
設
管
理
費

51
,7
67

4,
44
7

56
,2
14

26
6,
58
4

4,
44
7

27
1,
03
1

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計

44
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 3
.繰
入
金

歳
　
入
　
合
　
計

14
7,
13
0

4,
44
7

15
1,
57
7

26
6,
58
4

27
1,
03
1

4,
44
7

歳
入
歳
出
補
正
予
算
事
項
別
明
細
書

（
歳
　
入
）

１
．
総
　
括

（
単
位
：
千
円
）

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

予
算
確
定
前

45
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4,
44
7

66
,2
71

70
,7
18

4,
44
7

26
6,
58
4

27
1,
03
1

4,
44
7

4,
44
7

 1
.管
理
費

歳
　
出
　
合
　
計

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

補
正
額
の
財
源
内
訳

特
定
財
源

一
般
財
源

予
算
確
定
前

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

46
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4,
44
7

一
般
会
計
繰
入
金

一
般
会
計
繰
入
金

 1
.

4,
44
7

14
7,
13
0

4,
44
7

15
1
,5
77

14
7,
13
0

4,
44
7

15
1
,5
77

14
7,
13
0

4,
44
7

15
1
,5
77

一
般
会
計
繰
入
金

目
 1
.

項
 1
.
他
会
計
繰
入
金

繰
入
金

款
 3
.

(単
位
：
千
円
)

２
．
歳
　
入

予
算
確
定
前

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額

47
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一
般
職
給

職
員
諸
手
当

福
祉
協
会
負
担
金

共
済
組
合
負
担
金
（
市
町
村
職
員

共
済
）

追
加
費
用
負
担
金
（
市
町
村
職
員

共
済
）

退
職
手
当
組
合
負
担
金

地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金

1,
76
5

1,
60
6 1

67
6

4
0

35
3 6

 2
.
給
料

 3
.
職
員
手
当
等

 4
.
共
済
費

1,
76
5

1,
60
6

1,
07
6

4,
44
7

4,
44
7

4,
44
7

66
,2
71

4,
44
7

70
,7
18

51
,7
67

4,
44
7

56
,2
14

44
,4
93

4,
44
7

48
,9
40

農
業
集
落
排
水

施
設
管
理
費

目
 2
.

施
設
管
理
費

項
 2
.

管
理
費

款
 1
.

(単
位
：
千
円
)

３
．
歳
　
出

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

予
算
確
定
前

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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議
 
案

 
第

３
７

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
に

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　
２

９
０

 
千

 
円

 
を

 
追

 
加

 
し

 
、

歳
 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
 
 
 
 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

 
千

 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 
 

 
 
 
 
 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

「
 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

 
 
 
 
 
令

 
和

 
４

 
年

 
６

 
月

 
２

０
 
日

　
提

 
出

 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

令
和

４
年

度
鹿

追
町

の
介

護
保

険
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

５
２

７
，

９
３

４

令
和

４
年

度
鹿

追
町

介
護

保
険

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）
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歳
　
入
　
合
　
計

 1
.介
護
保
険
料

11
8,
58
5

14
6

11
8,
73
1

 1
.介
護
保
険
料

11
8,
58
5

14
6

11
8,
73
1

 2
.国
庫
支
出
金

11
1,
04
2

57
11
1,
09
9

 2
.国
庫
補
助
金

31
,3
64

57
31
,4
21

 3
.道
支
出
金

80
,3
06

28
80
,3
34

 3
.道
補
助
金

4,
20
0

28
4,
22
8

 4
.支
払
基
金
交
付
金

13
1,
81
8

31
13
1,
84
9

 1
.支
払
基
金
交
付
金

13
1,
81
8

31
13
1,
84
9

 6
.繰
入
金

84
,1
62

28
84
,1
90

 1
.一
般
会
計
繰
入
金

84
,1
61

28
84
,1
89

52
7,
64
4

29
0

52
7,
93
4

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
歳
　
入
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計
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歳
　
出
　
合
　
計

 3
.地
域
支
援
事
業
費

28
,2
74

29
0

28
,5
64

 1
.介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
費

2,
76
2

21
6

2,
97
8

 3
.包
括
的
支
援
事
業
・
任
意
事
業
費

16
,7
84

74
16
,8
58

52
7,
64
4

29
0

52
7,
93
4

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

予
算
確
定
前

項
款

補
正
前
の
額

補
正
額

計
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 1
.介
護
保
険
料

 2
.国
庫
支
出
金

 3
.道
支
出
金

 4
.支
払
基
金
交
付
金

 6
.繰
入
金

歳
　
入
　
合
　
計

11
8,
58
5

14
6

11
8,
73
1

11
1,
04
2

11
1,
09
9

80
,3
06

80
,3
34

13
1,
81
8

13
1,
84
9

84
,1
62

84
,1
90

52
7,
64
4

52
7,
93
4

57 28 31 28 29
0

歳
入
歳
出
補
正
予
算
事
項
別
明
細
書

（
歳
　
入
）

１
．
総
　
括

（
単
位
：
千
円
）

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

予
算
確
定
前
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29
0

28
,2
74

28
,5
64

85
59

14
6

52
7,
64
4

52
7,
93
4

14
6

59
29
0

85

 3
.地
域
支
援
事
業
費

歳
　
出
　
合
　
計

（
歳
　
出
）

（
単
位
：
千
円
）

補
正
額
の
財
源
内
訳

特
定
財
源

一
般
財
源

予
算
確
定
前

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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14
6 28 29 14 14

現
年
度
分

法
定
負
担
金

法
定
負
担
金

法
定
負
担
金

法
定
負
担
金

現
年
度
分

 1
.

14
6

現
年
度
分

 1
.

28

現
年
度
分

 1
.

29

現
年
度
分

 1
.

14

現
年
度
分

 1
.

14

11
8,
58
5

14
6

11
8
,7
31

11
8,
58
5

14
6

11
8
,7
31

11
8,
58
5

14
6

11
8
,7
31

11
1,
04
2

57
11
1
,0
99

31
,3
64

57
31
,4
21

2,
22
0

28
2
,2
48

6,
17
4

29
6
,2
03

80
,3
06

28
80
,3
34

4,
20
0

28
4
,2
28

1,
11
2

14
1
,1
26

3,
08
8

14
3
,1
02

第
１
号
被
保
険
者

保
険
料

目
 1
.

地
域
支
援
事
業
交
付

金
　
（
介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
）

目
 2
.

地
域
支
援
事
業
交
付
金

　
（
介
護
予
防
・
日
常

生
活
支
援
以
外
）

目
 3
.

地
域
支
援
事
業
交
付

金
　
（
介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
）

目
 1
.

地
域
支
援
事
業
交
付
金

　
（
介
護
予
防
・
日
常

生
活
支
援
以
外
）

目
 2
.

項
 1
.
介
護
保
険
料

項
 2
.
国
庫
補
助
金

項
 3
.
道
補
助
金

介
護
保
険
料

款
 1
.

国
庫
支
出
金

款
 2
.

道
支
出
金

款
 3
.

(単
位
：
千
円
)

２
．
歳
　
入

予
算
確
定
前

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
款
  
項
  
目

区
　
分

説
　
　
明

節

金
　
額

54

01-05share3
長方形



31 14 14

法
定
負
担
金

法
定
繰
入
金

法
定
繰
入
金

現
年
度
分

 1
.

31

現
年
度
分

 1
.

14

現
年
度
分

 1
.

14

13
1,
81
8

31
13
1
,8
49

13
1,
81
8

31
13
1
,8
49

2,
39
8

31
2
,4
29

84
,1
62

28
84
,1
90

84
,1
61

28
84
,1
89

1,
11
9

14
1
,1
33

3,
08
8

14
3
,1
02

地
域
支
援
事
業
交

付
金

目
 2
.

地
域
支
援
事
業
繰
入

金
　
（
介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
）

目
 2
.

地
域
支
援
事
業
繰
入
金

　
（
介
護
予
防
・
日
常

生
活
支
援
以
外
）

目
 3
.

項
 1
.
支
払
基
金
交
付
金

項
 1
.
一
般
会
計
繰
入
金

支
払
基
金
交
付
金

款
 4
.

繰
入
金

款
 6
.
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介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事

業
委
託
料

配
食
サ
ー
ビ
ス
委
託
料

21
6

7
4

12
.
委
託
料

12
.
委
託
料

21
6 74

85
59

14
6

42
45

12
9

42
45

12
9

43
14

17

43
14

17

28
,2
74

29
0

28
,5
64

2,
76
2

21
6

2,
97
8

26
21
6

24
2

16
,7
84

74
16
,8
58

2,
12
1

74
2,
19
5

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
事
業
費

目
 2
.

任
意
事
業
費

目
 2
.

介
護
予
防
・
生
活
支

援
サ
ー
ビ
ス
事
業
費

項
 1
.

包
括
的
支
援
事
業

・
任
意
事
業
費

項
 3
.

地
域
支
援
事
業
費

款
 3
.

(単
位
：
千
円
)

３
．
歳
　
出

款
  
項
  
目

補
正
前
の
額

補
正
額

説
　
　
明

計
補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

特
　
定
　
財
　
源

一
般
財
源

節

区
　
分

金
　
額

予
算
確
定
前

国
道
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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議案第 ３８ 号 

 

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道

市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更する。 

 

  令和４年６月２０日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約 

 

北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和３２年１月２３日３２地第１７５号指

令許可）の一部を次のように変更する。 

 

別表（２）一部事務組合及び広域連合の表上川管内の項中「富良野広域連合」の

次に「、上川中部福祉事務組合」を加える。 

 

附 則 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に

よる総務大臣の許可の日から施行する。 

57



議案第 ３９ 号 

 

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道

町村議会議員公務災害補償等組合規約を次のとおり変更する。 

 

  令和４年６月２０日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約 

 

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約（昭和４３年５月１日地方第７２２

号指令許可）の一部を次のように変更する。 

 

別表第１中「上川中部福祉事務組合」を加える。 

 

附 則 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に

よる総務大臣の許可の日から施行する。 
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議案第 ４０ 号 

 

北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道

市町村総合事務組合規約を次のとおり変更する。 

 

  令和４年６月２０日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 

北海道市町村総合事務組合規約（平成３１年２月２２日市町村第１８７７号指

令）の一部を次のように変更する。 

 

別表第１上川総合振興局（３０）の項中「（３０）」を「（３１）」に改め、「上

川広域滞納整理機構」の次に「、上川中部福祉事務組合」を加える。 

別表第２の９の項中「上川広域滞納整理機構」の次に「、上川中部福祉事務組合」

を加える。 

 

附 則 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に

よる北海道知事の許可の日から施行する。 
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議案第 ４１ 号 

 

鹿追中学校電源改修他工事請負契約について 

 

 下記のとおり契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を

求める。 

 

令和４年６月２０日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的 鹿追中学校電源改修他工事 

 

２ 契 約 方 法 指名競争入札 

 

３ 契 約 金 額 ５０，５７８，０００円 

 

４ 契約の相手方 大昭・菅原経常建設共同企業体 

代表者 帯広市西９条北３丁目３番地 

    大昭電気工業株式会社 

代表取締役 出 村 行 敬 

 

60


	表紙
	5040620_第2回定例会議案
	議案目次
	●承認第1号_鹿追町町税条例の一部を改正する条例【専決処分】
	●議案第30号_鹿追町の休日を定める条例等の一部を改正する条例
	●議案第31号_鹿追町町税条例等の一部を改正する条例
	●議案第32号_鹿追町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
	●議案第33号_鹿追町介護保険条例の一部を改正する条例
	□20220620_1①一般会計補正議案【第34号】
	20220620_1
	20220620_2
	20220620_3
	20220620_4
	20220620_5
	20220620_6
	20220620_7

	□20220620_2①国保会計補正議案【第35号】
	国保1
	国保2
	国保3
	国保4
	国保5
	国保6
	国保7

	□20220620_3①下水会計補正議案【第36号】
	下水1
	下水2
	下水3
	下水4
	下水5
	下水6
	下水7

	□20220620_4①介護会計補正議案【第37号】
	介護1
	介護2
	介護3
	介護4
	介護5
	介護6
	介護7

	●議案第38号_北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約
	●議案第39号_北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約
	●議案第40号_北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約
	●議案第41号_工事議決(鹿追中学校電源改修他工事請負契約について




